[bookmark: OLE_LINK1]様式第１号（第６条関係）
（あて先）郡上市長
省エネ家電購入費補助金交付申請書
1　申請者及び申請額
	申請日
	　　　　年　　　　月　　　　日

	フリガナ
	

	氏　名
	(姓)
	(名)

	現住所
	〒　　　　－　　　　　郡上市

	連絡先
	電　話：　　　　－　　　　　　－　　　
	平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

	
	メールアドレス：
※決定通知書等をメールにて送付しますので記入をしてください。

	申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


[bookmark: _Hlk144215722]2　購入製品の情報
	製 品 ①

	種　類
	□　冷蔵庫 　 　　 　□　エアコン

	購入日
	　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　
	本体購入金額
	円（税抜）

	メーカー名
	
	製品型番
	

	設置住所等
	□ 現住所

	製 品 ②

	種　類
	　□　冷蔵庫 　 　　 　□　エアコン

	購入日
	　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　
	本体購入金額
	円（税抜）

	メーカー名
	
	製品型番
	

	設置住所等
	□ 現住所


3　宣誓・同意事項（次の全ての項目について宣誓・同意します。）
	□
	申請時において郡上市内に住所を有しています。

	□
	上記購入製品は、中古品又は転売品でないもので、現住所地の住宅に設置しました。

	□
	本事業で設置した製品について、6年間は設置場所で使用し、期間中は譲渡、転売、交換、貸付または担保に供することは行いません。

	□
	上記購入製品は、家庭用機器で、以下の省エネ性能を満たしています。
・冷蔵庫：★3（多段階評価点3.0）以上（目標年度：2021年度）
・エアコン：★3（多段階評価点3.0）以上（目標年度：2027年度）

	□
	私及び私と同一の世帯に属する者は、今年度、郡上市からこの補助金を受給したことはありません。

	□
	この補助金の交付に当たり必要な範囲で、私に関する情報を郡上市が公簿等により確認することに同意します。


4　購入店舗の情報
	店舗情報
	購入した製品（選択）

	店舗
	店舗名：
	□製品①

	
	所在地：郡上市
	□製品②

	店舗
	店舗名：
	□製品①

	
	所在地：郡上市
	□製品②


5　添付書類
	区分
	項目
	チェック

	①必須
	ア）購入製品のレシート、領収書又は明細書等の写し
※ 購入日、購入金額、製品型番、購入店舗の名称、所在地がわかるもの　
	□

	②必須
	イ）購入製品の保証書の写し
※ 製造元（メーカー名）、購入日、製品型番、申請者の氏名、住所並びに購入店舗の名称、所在地がわかるもの　
	□

	③必須
	ウ）申請者の本人確認書類の写し
　※ 氏名及び現住所がわかるもの（運転免許証、マイナンバーカード等の官公署が発行したものに限る。）
	□

	④必須
	エ）振込先口座の通帳の写し（申請者本人の名義に限る。）
　※ 金融機関名、店名、預金種別、口座番号、口座名義人等がわかるもの
	□

	⑤必須
	オ）補助対象製品の設置状況が確認できるカラー写真
	□


6　振込先に関する情報
	金融機関
	(金融機関名)

□銀行 □信組 □農協 □金庫

	(店名)

□本店 □支店 □支所 □出張所



	
	金融機関コード
（4ケタ）
	
	
	
	
	支店コード
（3ケタ）
	
	
	

	
	預金種別（種目）
	□　普通　　　□　当座　　　□　その他

	
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	
	※ ゆうちょ銀行の場合は、「店名」、「預金種目」、「口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）を記入してください。

	口座名義人
＜カタカナ＞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※購入製品数が3つ以上の場合は、申請書を複数枚提出してください。この場合において、2枚目以降の申請書には、「1　申請者及び申請額」及び「6　振込先に関する情報」の記入を省略できます。

様式第２号（第７条関係）

郡上市指令　　第　　 号
年 　月 　日

　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡上市長

省エネ家電購入費補助金交付決定通知書

年 　月　 日に申請のありました省エネ家電購入費補助金については、下記のとおり交付することとしましたので、省エネ家電購入費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記

１ 補助金の交付決定金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


２ 交付の条件
(1) 補助金の交付を受けた家庭用電化製品は、適切な維持管理を行い、法定耐用年数６年を経過するまでの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(2) 補助事業の適正な実施を図るため、郡上市から申請内容に関する報告、検査等（設置場所への立入り等）を依頼した場合は、これに協力すること。
(3) 郡上市補助金等交付規則又は省エネ家電購入費補助金交付要綱の規定に違反した場合において、この決定を取り消したときは、交付した省エネ家電購入費補助金の返還及び加算金の支払を指定する期日までに行うこと。


備考
１  補助金の振込みには、本通知から1か月程度かかります。
２　補助金の振込通知は、送付しません。通帳を記帳してご確認ください。
３　補助金の振込みに係る問合せは、申請者本人がしてください。







様式第３号（第７条関係）

郡上市指令　　第 　　　号
年 　月 　日

　　　　　　　　　　　様

郡上市長

省エネ家電購入費補助金不交付決定通知書

年　 月　 日に申請のありました省エネ家電購入費補助金については、次のとおり交付しないこととしましたので、省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記


不交付決定の理由


